
図書出版規程 

 

［ 

制定 令和６年９月 30日 

］ 最終改定 令和６年９月 30日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下「本協会」という。）定款第４

条第６号に定める機関誌を除くにおいに関する図書及び小冊子（以下「図書等」という。）の発

行及び編集についての事業を推進するために必要な事項を定めるものである。 

 

（出版の形式及び方針） 

第２条 本協会が発行する図書等の出版形式は協会出版又は出版社出版とする。協会出版及び出版

社出版の要件等は下表のとおりとする。ただし、学会要旨集及び講習会、セミナー等の資料は、

出版委員会が管掌する図書等には含めない。 

２ 協会出版の場合は、オンデマンド版書籍又は電子媒体書籍を原則とする。出版社出版の場合

は、原則として、全数買い取りは行わない。 

 

表 

出版形式 協会出版 出版社出版 

経費及び売上げ 全て協会が負担。売上げは協会（会

員への無料配布を含む） 

出版社が負担 

売上げから印税を支払う 

編集 本協会 出版社 

編集発行人 編集者：本協会 

発行者：本協会 

編集者：本協会 

発行者：出版社所属、発行所：出版社 

元原稿 協会または協会から依頼 協会または出版社から依頼 

形態 オンデマンド版書籍  

電子媒体書籍 

 ・電子書籍（eブック） 

・DVD（ファイルは PDF） 

・PDF（ウエブ上） 

紙書籍 

電子媒体書籍 

（出版社が決定） 

価格の設定 本協会 出版社 

著作権 本協会 著作権法に基づき適宜 

ISBN 本協会が取得 出版社が取得 

バーコード 流通ルートに載せるには、本協会が

取得する必要あり 

流通ルートに載せるため、出版社が取

得 

 

（出版委員会の設置） 

第３条 図書等を発行するため、定款第 53条の規定に基づき、出版委員会を置く。 

２  出版委員会は、10名以内の委員をもって構成する。 

３  出版委員会委員は正会員又は学識経験者の中から会長が委嘱する。 

４  出版委員会には委員長、副委員長をおくこととし、会長が指名する。 



５  副委員長は、必要に応じ委員長を代行するものとする。 

６ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

７ 出版委員会の中に必要に応じて小委員会を設置することができる。 

 

（出版委員会の役割） 

第４条 出版委員会は、次の各号の業務を実施する。 

一 新たに発行する図書等（以下「新刊図書等」という。）の申請に対する採択の検討 

二 小委員会への新刊図書等についての企画、出版形式等の検討の指示 

三 小委員会の検討結果を踏まえた理事会への新刊図書等の提案書の作成 

四 理事会が発行を承認した協会出版の新刊図書等にかかる統括 

五 現に発行している図書等に係る、重版時の校正内容の確認並びに改訂の必要性及び販売方法

の改善に関する検討 

２ 出版委員会は、前項に関する検討結果を会長に報告する。 

 

（出版の提案） 

第５条 本協会が団体として編集または発行に関与する図書等は、本協会の会員の提案により行う

ことができる。 

２ 図書等の発行を提案しようとする者（以下「企画者」という。）は、所定の申請書を用いて第

３条に定める出版委員会に申請を行わなければならない。 

３ 出版委員会は、必要に応じて企画者に対して申請内容に関する詳細な説明を求めることができ

る。 

 

（新刊図書等の発行の決定） 

第６条 会長は、出版委員会からの提案を受け、理事会に新刊図書等の発行の可否を諮る。理事会

が発行を承認した場合、理事会は出版形式を決定しなければならない。 

２  出版社出版と決定した場合、出版社の選定、契約は事務局に委ねる。 

３ 臭気判定士試験の受験参考図書に関しては、会長は臭気判定士試験委員に対して意見照会を行

い、その提言内容を踏まえて、出版委員会からの提案内容を修正することができる。 

 

（出版権） 

第７条 新刊図書等のうち協会出版の図書等（以下「協会出版新刊図書等」という。）の出版権は

本協会に帰属することとする。 

 

（著者との契約） 

第８条 協会出版新刊図書等については、会長は出版委員会で選定した者に対して、図書等の執筆

を依頼する。図版の作成を含む執筆を承諾した者を著作者と呼ぶ。 

２ 本協会は、著作者との間で原稿料及び著作権についての契約を締結する。著作権の取扱いにつ

いては、本協会の著作権規程によるものとする。 



 

（出版手続き） 

第９条 著作者は、執筆あるいは編集の完了後、本協会に原稿を提出する。本協会は原稿の引き渡

しを受けた後、可及的速やかに本著作物の出版手続きを行わなければならない。 

２ 申請書類の記載内容と出版予定物との相違が甚だしい場合、又は執筆完了予定時期を過ぎて、

なお執筆が完了していない場合、本協会は先に与えた出版の承認を取り消すことができる。 

 

（原稿料および印税） 

第 10 条 協会出版の新刊図書等について、本協会が著作者に支払う原稿料は、本協会で別に定め

る内規に従ってその額あるいは割合を決定する。 

 

（本協会出版図書の販売価格） 

第 11 条 本協会出版の新刊図書等については、会長が図書の発行に要する費用等を勘案して、販

売価格を決定する。 

２ 本協会会員に対する図書の販売価格は、会員入会・会員会費規程第９条第１項第３号に基づ

き、前項の販売価格の２割を上限とした割引価格とすることができる。 

３ 書籍を重版した場合、重版前の書籍は在庫を整理するため、販売価格の３割を上限とした割引

価格とすることができる。 

 

（委任） 

第 12 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 

 

（改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（令和６年９月30日第２回通常理事会承認） 

改定後の規程は、令和６年９月30日より施行する。 

 


